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こ
す
強
引
な
手
法
で
あ
り
、
行
政

と
し
て
ど
う
か
。

答
図
書
館
の
指
定
管
理
へ
の
移

行
に
際
し
て
は
、
利
用
者
ア
ン

ケ
ー
ト
の
実
施
や
住
民
の
代
表
で

あ
る
図
書
館
協
議
会
を
開
催
し
、

検
証
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
結

果
、
民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
図
る
た
め
、
指
定
管
理
者
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
施
設
の
設
置
目
的
を
効
果

的
に
達
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
雇
用
問
題
の
懸
念
に
つ

い
て
は
、
指
定
管
理
候
補
者
か
ら

は
、
現
図
書
館
及
び
駅
前
学
習
プ

ラ
ザ
の
非
常
勤
職
員
等
を
優
先
的

に
長
期
雇
用
の
契
約
社
員
と
し
て

採
用
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い

る
。

道
脇　

敏
明
議
員

（
も
ば
ら
21
）

○
農
業
の
所
得
向
上
に
つ
い
て

問
国
内
農
業
を
維
持
す
る
上
で

最
大
の
課
題
は
農
業
所
得
を
如
何

に
向
上
さ
せ
る
か
で
あ
る
と
考
え

る
。
そ
れ
に
よ
り
耕
作
放
棄
地
解

消
や
食
料
自
給
率
向
上
、
担
い
手

の
確
保
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え

る
が
、
農
業
所
得
向
上
の
た
め
に

は
何
が
重
要
と
捉
え
て
い
る
か
伺

う
。

答
近
年
の
農
業
を
取
り
巻
く
環

境
は
、
農
作
物
の
価
格
の
低
迷
や

農
業
従
事
者
の
高
齢
化
等
、
厳
し

い
状
況
が
あ
る
。本
市
と
し
て
は
、

高
齢
化
に
よ
り
リ
タ
イ
ア
を
さ
れ

た
農
業
者
の
農
地
を
集
積
し
、
経

営
規
模
の
拡
大
を
す
る
こ
と
で
所

得
の
向
上
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考

え
る
。
さ
ら
に
、
６
次
産
業
化
す

る
こ
と
で
農
業
者
の
持
続
的
な
発

展
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
域
農
業
に
精
通

し
て
い
る
Ｊ
Ａ
長
生
や
長
生
農
業

事
務
所
な
ど
、
関
係
機
関
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
６
次
産
業
化
と

い
う
展
開
が
で
き
る
よ
う
努
め
て

い
き
た
い
。

○
茂
原
市
営
住
宅
の
長
寿
命
化

計
画
に
つ
い
て

問
本
年
３
月
末
に
市
営
住
宅
長

寿
命
化
計
画
の
策
定
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。
現
状
で
は
、
11
住
宅
で

７
５
９
世
帯
の
入
居
が
可
能
で
あ

る
が
、
老
朽
化
も
進
み
入
居
率
が

半
分
以
下
と
な
っ
て
い
る
。今
後
、

入
居
世
帯
を
ど
の
程
度
に
集
約
す

る
考
え
か
伺
う
。

答
市
営
住
宅
の
長
寿
命
化
計
画

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
全
11
団
地

の
団
地
別
、
住
棟
別
状
況
に
よ

り
、「
維
持
管
理
」、「
建
て
替
え
」、

「
用
途
廃
止
」
の
方
針
を
決
定
し
、

長
寿
命
化
の
た
め
の
維
持
管
理
計

画
や
維
持
管
理
費
の
削
減
効
果
な

ど
、
最
終
的
な
取
り
ま
と
め
作
業

を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
中

層
住
宅
に
つ
い
て
は
、
原
則
活
用

す
る
こ
と
と
し
、
２
階
以
下
の
住

宅
に
つ
い
て
は
、
今
後
で
き
る
だ

け
集
約
化
を
図
る
方
向
で
検
討
し

て
い
る
。

田
畑　
　

毅
議
員

（
も
ば
ら
21
）

○
若
い
世
代
の
定
住
促
進
に
つ

い
て

問
若
い
世
代
が
子
供
を
育
て
て

い
く
中
で
、
子
供
１
人
あ
た
り
の

教
育
費
と
医
療
費
の
助
成
は
重
要

な
案
件
で
あ
る
が
、
本
市
で
は
、

教
育
費
は
県
内
市
の
平
均
を
下
回

り
、
医
療
費
の
助
成
は
県
の
基
準

に
沿
っ
て
助
成
し
て
い
る
現
状
で

あ
る
。
若
い
世
代
が
定
住
す
る
よ

う
な
施
策
を
検
討
し
て
い
る
の
か

伺
う
。

答
子
ど
も
医
療
費
助
成
に
つ
い

て
は
、
本
年
８
月
か
ら
通
院
医
療

費
及
び
調
剤
費
に
つ
い
て
、
現
在

の
小
学
３
年
生
か
ら
小
学
６
年
生

ま
で
に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
、
中

学
３
年
生
ま
で
の
拡
大
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
財
源
の
確
保
を
図

り
な
が
ら
、
第
５
次
３
か
年
計
画

の
中
の
平
成
27
年
度
事
業
と
し
て

位
置
付
け
て
い
る
。

　

教
育
分
野
と
し
て
は
、
校
舎
耐

震
化
工
事
等
の
ハ
ー
ド
面
の
整
備

や
、
外
国
人
講
師
の
派
遣
に
よ
る

英
語
教
育
の
充
実
、
特
別
支
援
教

育
支
援
員
の
配
置
等
ソ
フ
ト
面
の

さ
ら
な
る
充
実
に
努
め
る
と
と
も

に
、
就
園
奨
励
費
補
助
制
度
に
力

を
入
れ
、
若
い
世
代
の
定
住
促
進

○
国
保
に
つ
い
て

問
安
倍
内
閣
の
暴
走
で
物
価
上

昇
、
消
費
税
増
税
、
年
金
減
額
、

医
療
費
負
担
増
な
ど
国
民
負
担
が

増
大
。
経
済
状
況
の
悪
化
を
踏
ま
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•
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え
て
本
市
の
国
保
事
業
の
実
態
・

問
題
点
を
ど
う
見
る
の
か
。
保
険

税
を
無
理
し
て
払
っ
た
結
果
の
受

診
抑
制
も
あ
る
。
窓
口
負
担
減
免

制
度
実
施
に
向
け
た
事
業
進
捗
状

況
は
。

答
医
療
費
や
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
負
担
金
等
が
増
加
す
る

中
、
適
正
な
被
保
険
者
資
格
の
管

理
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利

用
促
進
策
な
ど
、
健
全
な
国
保
財

政
を
念
頭
に
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
は
平

成
22
年
度
か
ら
低
所
得
者
や
離
職

者
へ
の
支
援
制
度
を
拡
充
し
、
平

成
26
年
度
か
ら
は
中
低
所
得
者
の

財
政
支
援
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る

見
通
し
の
た
め
、
被
保
険
者
の
負

担
は
軽
減
さ
れ
る
も
の
と
考
え

る
。

　

国
民
健
康
保
険
法
第
44
条
の
一

部
負
担
金
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

国
か
ら
減
免
基
準
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
預
貯
金
等
の
調
査
や
減
免

率
の
設
定
な
ど
課
題
が
あ
る
た

め
、
他
市
の
運
用
を
参
考
に
現
在

実
施
に
向
け
検
討
し
て
い
る
。


